
EMファンドの富裕層への販売について

ケイマン籍私募投資信託
ケイマン籍私募投資法人

投資事業有限責任組合 国内私募投資信託

投 資 制 限 〇 〇 ショートは信用銘柄のみ

投 資 家 課 税 申告分離課税 総合課税 申告分離課税

設 立 費 用 設立費は5年償却 〇 （特例業務） 〇

必要運用資産
10億円未満はパフォーマン
スに影響

数億円 数億円~30億円

海 外 投 資 家 〇 × ×

適格機関投資家 〇 × 〇

キャピタル・パートナーズ証券株式会社



EMファンドの富裕層への販売について

キャピタル・パートナーズ証券株式会社

ケイマン籍契約型外国投資信託

Investment Manager
運用会社

Administrator / Transfer Agent
事務管理会社 / 名義変更代理人

Trustee
信託会社

Prime Broker
プライム・ブローカー

発注

運用指図

信託宣言

NAV計算
購入・換金・名義変更

報告書

国内投資家
富裕層個人/事業法人

国内私募投資信託
ファンドオブファンド

金融法人等

購入・換金
名義変更の申し込み

特定金銭信託等
年金基金/公益法人/事業法人

海外投資家
機関投資家/ファミリーオフィス

ファンドラップ等
投資運用業者


